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6 その他

　以下の業務については、改善基準告示の適用が除外されます。

適用除外業務１

　休日は、休息期間に24時間を加算して得た、連続した時間とします。ただし、いかなる場合であって
も、その時間が30時間を下回ってはなりません。
　このため、休日については、通常勤務の場合は継続33時間（９時間＋24時間）、隔日勤務の場合は継
続44時間（20時間＋24時間）を下回ることのないようにする必要があります。

　適用除外業務に従事する期間を含む一定期間内に、適用除外業務に従事しない期間がある場合は、
その期間に関しては、改善基準告示が適用されます。

休日の取扱い2

・ 災害対策基本法
・ 大規模地震対策特別措置法
・ 原子力災害対策特別措置法
・ 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律

・ 新型インフルエンザ等対策特別措置法で規定する新型インフルエンザ等緊急事態措置
の実施に必要な緊急物資を運送する業務又は医薬品等を配送する業務

都道府県公安委員会から緊急通行車両であること
の確認、標章及び証明書の交付を受けて行う緊急
輸送の業務に係る運転の業務

人命又は公益を保護するために、法令の規定又は
国若しくは地方公共団体の要請等に基づき行う運
転の業務

・ 家畜伝染病予防法で規定する家畜伝染病のまん延の防止のために、家畜の死体、病原体
により汚染し又は汚染したおそれがある物品、消毒等の実施に必要な人員や資材等を運
搬する業務
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適用除外業務 関係法令等

2

〈 ポイント 〉 休日の考え方

・ 休息期間を分割して付与した場合、２人乗務の場合及びフェリーに乗船した場合には、休息期間に24時間を加算しても30時間に満
たない場合がありますが、この場合については、休息期間に24時間を加算して得た時間ではなく、連続した30時間の労働義務のな
い時間を休日として取り扱います。なお、休日が暦日を単位として付与されている場合であっても、当該時間が所定の時間に満たない
場合は、要件を満たしません。

・ ２日続けて休日を与える場合は、２日目は連続24時間以上あれば差し支えありません。

（図）休日の与え方（通常勤務の場合）
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改善基準告示上、休日として取り扱われる時間
（継続33時間（９時間＋24時間）以上）

　休日は、休息期間＋24時間です。


